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１．はじめに

　 本 稿 の 目 的 は， カ ン ト（Immanuel Kant 1724-
1804）が複数の著作において用いている「道徳的
心構え（moralische Gesinnung）」および「理性信仰
（Vernunftglaube）」の概念に着目し，両者をめぐる言
説がいかなる思考のもとに成立しているのかという点

を明らかにすることである。今日では，「道徳教育」

の多様な実践案が提起されるとともに，その多角的分

析が試みられている。しかし，そこでは「道徳教育」

の可能性が自明なものとして前提とされており，人間

における「道徳性」がいかにして可能となるのかとい

う「道徳教育」の土台それ自体を問う視座が二次的な

ものと位置づけられていると言える。本稿がカント

の「理性信仰」をめぐる議論に着目するのは，カント

が，理性における「信（Glauben）」を論じるプロセス
のなかで，人間の「道徳的心構え」と「信」との関係

を考察の対象とするとともに，そのことが人間におけ

る「道徳性」の可能性の基盤そのものとかかわってい

ると考えられるからである。

　これまで，カントの「理性信仰」概念について論じ

たものとして，たとえば宇都宮や平井の研究を挙げる
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ことができる。宇都宮は，カントの主要な著作におけ

る「理性信仰」概念の内容および位相を分析し，「理

性信仰」概念をカントの実践哲学および宗教論を解釈

するための中心的な概念として位置づけるとともに，

この「理性信仰」概念を手がかりとして，「道徳と宗

教についてのカントの考えを一つの視点から統合的に

理解」する試みを提示している［宇都宮 1998: 1ff.］。
ここでは，「カントが「理性信仰」という言葉を用い

ているのは，公刊されたカントの著作全体を通じて30
箇所程度にすぎない」が，「それが用いられているの

は，道徳と宗教についてのカントの考えを伝えるきわ

めて重要な箇所において」であり，それゆえカントの

「理性信仰」と実践哲学および宗教論は切り離すこと

のできない密接な関係にあるのではないかとする解釈

が示され，「理性信仰」をめぐる重層的な議論が展開

されている［宇都宮 1998］。また，平井は，『純粋理
性批判』（1781, 1787）の「超越論的方法論」におけ
る「純粋理性の規準」の議論に着目し，『たんなる理

性の限界内の宗教』（1793）〔以下，『宗教論』〕にお
ける議論とは異なる視角から，カントの「理性信仰」

概念の位置づけとその意義を論じている。「道徳的な
0 0 0 0

理性信仰
0 0 0 0

はしばしばすべての知よりも堅固である〔強

調は原文〕」（Ⅸ 72）という『論理学』（1800）におけ
るカントの記述にも言及しつつ，客観的な「知」に対

する主観的な「信」という構図において前者を後者に

比して堅固なものとする捉え方を相対化することによ

り，「知」，あるいは「知ること」に対する「信」およ

び「理性信仰」の位置づけとその「堅固さ」の根拠が，

『純粋理性批判』の議論に基づいて明らかにされてい
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る［平井 2005］。
　本稿は，このような議論に基づきながら，『純粋理

性批判』におけるカントの「理性信仰」論を踏まえる

とともに，「理性信仰」概念と，『人倫の形而上学の基

礎づけ』（1785）〔以下，『基礎づけ』〕，『実践理性批
判』といった複数の著作において用いられている「道

徳的心構え」との関係を明らかにしようとするもので

ある。また，このことは，人間が道徳的行為へと向か

う際の「心構え（Gesinnung）」の一貫性をカントがい
かにして理論的に確保しようとしたのかという点につ

いて「理性信仰」概念を中心に据えて考察することに

より，人間における「道徳性」と「信」の関係の一側

面を描写しようとする試みでもある。カントは『純粋

理性批判』において，「神と来世への信仰は，私の道

徳的心構えと緊密に織り合わせられているために，私

が道徳的心構えを失う危険に陥ることもなければ，そ

れと同様，私から神と来世とに対する信仰がいつかは

奪われるかもしれない，と心配することもない」と論

じ，「道徳的心構え」と「神」および「来世」への「信仰」

の関係を「緊密に織り合わされている」ものとして位

置づけている（A 829/B 857）。ここでのカントの議論
は，「道徳的心構え」と「〔理性〕信仰」の両者の関係

を示唆するにとどまっており，その内実に関する具体

的な説明にまで踏み込んでいるとは言えず，それゆえ

その関係が具体的にどのようなものであるのか，ある

いは，「道徳的心構え」が「信」の位相との関係にお

いて語られなければならない必然性はどこに存してい

るのかという点について，明確化されているとは言い

難い。

　したがって，本稿では以下のような段階を踏みなが

ら議論を展開する。まず第二節においては，『基礎づ

け』および『実践理性批判』におけるカントの議論を

手がかりとして，「道徳的心構え」の具体的内容につ

いて検討する。カントの実践哲学における「道徳的心

構え」の内実を明らかにするとともに，そのような「心

構え」が人間における道徳性とどのようにかかわるの

かという点を示すことが，ここでの課題である。第三

節では，『純粋理性批判』および批判期の論考である

『思考の方向を定めるとはどういうことか』（1786）〔以
下，『思考方向論文』〕を主たるテクストとして，カン

トにおける「信」の位相を明らかにするとともに「理

性信仰」概念の分析を試みる。ここでは，上述の平

井の研究を参照しつつ，カントの「理性信仰」論が

「知」のあり方の吟味と不可分の関係にあるという点，

また，「信」の位相が「知」との関係において確立さ

れる過程を具体的に描出することを課題とする。そし

て，第四節においては，第二節および第三節における

議論を踏まえて，「道徳的心構え」と「理性信仰」概

念の関係の明確化を試みる。カントにおける「〔道徳

的〕心構え」の概念が，道徳的な「堅固さ」および「強

さ」をめぐる議論において「信」の位相と結び合わさ

れていることを明らかにするとともに，カントの議論

において「道徳的心構え」と「理性信仰」の関係に一

定の必然性が認められていることを示したい。

２．「道徳的心構え」の位置づけ

　前節では，「理性信仰」概念がカントの実践哲学お

よび宗教論との関係から論じられてきたという点，ま

た，「知」に対する「信」の位相という視座からその

内容が検討されてきたという点を概観するとともに，

本稿の対象とする課題について確認した。本節では，

『基礎づけ』および『実践理性批判』をテクストとし

て取り上げ，そこでの「〔道徳的〕心構え」に関する

議論を検討対象とすることで，「道徳的心構え」の内

実およびその意味内容について考察したい。

　『基礎づけ』において，「心構え」は，行為が「善で

あるか否か」の判定，また，行為に「価値があるか否

か」の判定にかかわるものとして位置づけてられてい

る。ある行為が「善」であるか否か，あるいは，その

行為に「価値」が認められるか否かは，その行為によっ

てもたらされる成果（Erfolg）や結果，利益にではな
く，その行為における「心構え」に基づいて判定され

るというのである。カントは，「定言命法」をめぐる

議論の文脈のなかで，「心構え」について次のように

論じている。

　 定言的命法が問題とするのは，行為の実質や行為か
ら生じるはずの成果ではなくて，行為の形相と原理

なのであり，行為そのものはそこから結果として出

てくる。そして，行為の本質的＝善は心構えに宿る

のであって，成果がどうであろうと問題ではない。

（Ⅳ 416）

　また，このような「心構え」について，「意志の格率」

との関連においては次のように規定されている。

　 約束における忠実や，原則に基づく（本能に基づく
のではない）善意は，内的価値をもつ。自然も技芸

も，そうした忠実や善意が欠けている場合に，それ
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らの代わりとなりうるものを何も持ち合わせていな

い。というのも，そうしたものの価値が，そうした

ものから生じる結果や，そうしたものがもたらす利

益や効用に存するのではないからである。そうでは

なくて，そうしたものの価値は，利益や効用にとら

われることなく，たとえ結果的によくてもそれゆえ

にということではなく，おのずと行為にはっきりと

現れる心構えに，すなわち，意志の格率に存するの

である。（Ⅳ 435）

　このように，『基礎づけ』において「心構え」は，「定

言命法」をめぐる議論の文脈においては，「〔ある〕行

為」が「善であるか否か」の判定と，また，「意志の

格率」との関連における議論の文脈においては「利益」

や「効用」，「結果」には決して還元されえないような

「〔内的〕価値」の判定と，本質的に不可分であるとい

うことが示されていると言える。したがって，カント

にとって，「心構え」とは行為における「善」および「価

値」の判定要素であると言うことができるだろう１）。

　また，『実践理性批判』においては，「道徳的心構え」

について，身体的，感性的欠乏に基づく感性的欲求や

「習慣的な感性的欲望」としての「傾向性（Neigung）」
との関係から論じられている。カントによれば，被造

物であるということは，自らの状態に満足するために

はその必要に関して他のものにつねに依存しなければ

ならないということを意味するがゆえに，人間は身体

的欲求や傾向性から完全に自由であることはできな

い。したがって，そのような欲求や傾向性との「戦い」

のなかで「義務から（aus Pflicht）」行為するという「心
構え」が求められ，これが人間にとって可能な「道徳

的心構え」となるのである。カントは，「純粋理性の

動機」をめぐる議論において，次のように論じている。

　 人間が（われわれに洞察できるかぎりでは，またあ
らゆる理性的被造物が）現にたっている道徳的段階

は，道徳法則に対する尊敬である。人間にこの法則

を遵守する責務を課する心構えとは，法則を義務か

ら遵守するということにほかならず，法則を自発的

な愛着や，あるいはともかく命令されずに自ら進ん

で行う努力からして遵守するということではない。

人間にとってつねに可能となる道徳的状態は，徳
0

す

なわち戦いのうちにある
0 0 0 0 0 0 0 0

道徳的心構えであって，意

志の心構えの完璧な純粋さ
0 0 0

を所有
0 0

していると僭称す

る神聖性
0 0 0

ではない。〔強調は原文。〕（V84）

　道徳法則は，完全な存在者の意志にとっては「神聖

性の法則」であり，その場合，道徳法則と意志との間

には完全な一致が生じる（Ⅴ 83）。しかし，人間は感
性的制約に服している有限な理性的存在者であるため

に，欲求や傾向性の影響下において，「尊敬」の感情

において「義務から」道徳法則を遵守しなければなら

ない。したがって，人間において可能な道徳的状態は，

「徳
0

すなわち戦いのうちにある
0 0 0 0 0 0 0 0

道徳的心構え」なので

ある。

３．「理性信仰」の位相

　前節では，『基礎づけ』および『実践理性批判』を

主な検討対象とすることにより，カントにおける「〔道

徳的〕心構え」の内容の一端を明らかにした。「心構え」

は「定言命法」および「意志の格率」の議論を密接に

関係するとともに，行為における「善」および「価値」

の判定要素である。また，「道徳的心構え」は感性的

欲求や「傾向性」との関連で論じられており，義務か

ら道徳法則の遵守へと向かうというある特定の態度を

指している。また，このような「道徳的心構え」は，

感性的制約に服している有限な理想的存在者である人

間において可能な道徳的状態でもある。

本節では，これらの点を踏まえつつ，『純粋理性批

判』および『思考方向論文』を主なテクストとして取

り上げ，そこでの「信」および「理性信仰」に関する

記述を対象として，その意味内容について考察したい。

カントは，『純粋理性批判』の「純粋理性の規準」に

おいて，「信憑〔真とみなすこと〕（Fürwahrhalten）」と
の関係から「信〔じること〕（Glauben）」について論じ
ている。カントによれば，「信憑」とは「判断の主観的

妥当性」（A 822/B 850）を意味し，「確信（Überzeugung）」
は「信憑」の根拠が客観的に十分であるということ，

すなわち，「信憑」を「他の人に伝達すること」が可

能であるとともに，「〔その〕信憑が各々の人間の理

性に対して妥当すると認めることができる」（A 820/ 
B 848）ということを指す。また，このように根拠が
客観的に十分な「確信」に対して，「私的な妥当性

（Privatgültigkeit）」しかもたず，他の人に伝達すること
が不可能な「信憑」は「信じ込み（Überredung）」と呼
ばれている（ibid.）。さらに，この「信憑」は，「確信」
との関係から「臆見（Meinen）」，「信」，「知（Wissen）」
の三つの位相に分類することができるとされており，

「確信」および「確実性（Gewißheit）」の概念を介して，
それぞれ次のような定義が与えられている。
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　 臆見
0 0

とは，主観的にも
0 0

客観的にも
0 0

不十分であると意

識している信憑である。信憑が主観的にだけ十分で

あって，同時に，客観的に不十分とみなされている

なら，それは信
0

と呼ばれる。最後に，主観的にも客

観的にも十分な信憑は，知
0

と呼ばれる。主観的に十

分であることは確信
0 0

（私自身にとっての）と呼ばれ，

客観的に十分であることは確実性
0 0 0

（あらゆる人びと

にとっての）と呼ばれる。（A 822/ B 850）

　ここでは「信憑」に関して，「主観的にも
0 0

客観的に
0

も
0

不十分である」と意識しているものは「臆見
0 0

」とさ

れ，「主観的にだけ十分であって，同時に，客観的に

不十分」とみなされているものは「信
0

」と呼ばれてい

る。さらに，「主観的にも客観的にも十分な」ものは

「知
0

」として位置づけられている。このように，カン

トにおける「信憑〔真とみなすこと〕」は三つの位相

に分類することが可能である。また，「確信
0 0

」は「主

観的に十分であること」と定義され，「確実性
0 0 0

」につ

いては「客観的に十分であること」と言われている。

ここでの「確信」についての定義は，「主観的に十分

である」という「信」の位相に対応していると考えら

れるが，「信じ込み」との対立関係のなかで言われて

いた「他の人への伝達が可能な，客観的に十分な根拠

をともなうもの」という説明と矛盾しているようにも

見える。しかし，この点を重層的に捉えれば，「主観

的に十分であるが，客観的には不十分」な「信」であ

りながら，「確信」として他の人への伝達可能性をも

つものがあると解釈することが可能である２）。

　では，「信」の内容について具体的にどのようなも

のがを想定されているのであろうか。カントは，実践
0 0

的な連関
0 0 0 0

においてだけは，理論的に不十分な信憑も信

と名づけることができる」とした上で，「実践的意図」

として，具体的に「熟練
0 0

の意図」と「人倫性
0 0 0

の意図」

の二つを想定している（A 823/ B 851）。また，「前者
は任意の偶然的な目的に向かうものであるが，後者は

端的に必然的な目的に向かうものである」として，両

者を目的の種類の観点からも区別している。さらに，

目的を達成するための条件の必然性に関して，前者に

おいては，当該の目的を達成しうる他の条件を知らな

いとき，その必然性は相対的に十分であるとされると

同時に，この場合の「信憑」は「偶然的な信（zufälliger 
Glaube）」と呼ばれており，後者においては，目的へ
と導くような他の条件を誰も知りえないということを

確実に知っているとき，その必然性は端的に，またど

の人にとっても十分であるとされると同時に，この場

合の「信憑」は「必然的な信（notwendiger Glaube）」
と呼ばれている（A 824/ B 852）。
　前者のような「信」のあり方について，カントは，

医師が病人を治療する場面を具体的な例として挙げて

いる。

　 医師は，危篤に陥っている病人に何らかの手当てを
しなければならないが，しかしその病気が何である

かを知らないとする。彼はその徴候に注意し，より

適切な他の診断を知らないので，それは肺結核であ

ると診断する。彼の信は，彼自身の診断においてす

らたんに偶然的なものにすぎず，別の医師ならおそ

らくもっと適切な診断を下すかもしれない。（ibid.）

　この場合，病人の治療が「任意の偶然的な目的」に

相当し，肺結核以外のより適切な診断を下すことがで

きず，それに基づいて治療を施す状況が「目的を達成

するための条件の必然性が相対的に十分である」こと

と位置づけられている。このように，ある行為へと手

段を実際に使用することの根底にある「偶然的な信」

を，カントは「実用的信（pragmatischer Glaube）」と
呼んでいる（ibid.）。
　また，「実践的判断に類似

0 0 0 0 0 0 0 0

」した理論的判断にお

ける「信憑」を，カントは「理説的信（doktorinaler 
Glaube）」と名づけている〔強調は原文〕（A 825/ B 
853）。この「理説的信」の具体例として，「われわれ
の見る惑星のすくなくともどれか一つに住民がいる」

という命題が挙げられている。カントは，「他の諸世

界にも居住者がいるということは，たんに臆見に過

ぎないのではなく，一つの強い信」であり，「何らか

の経験によって決定することがもし可能であるとす

れば，私は喜んで全財産をこのことに賭けるだろう」

と述べる（ibid.）。これは，ある客観についての「信
憑」̶̶たとえば，「他の惑星にも住民がいる」とい

う「信憑」̶̶がたんなる理論的なものであったとし

ても，あることを企て，想像することが可能であるだ

けでなく，その事柄の確実性を決定する手段があれ

ば，その企てを実行する十分な理由をもっていると憶

測するという事態と結びついている（ibid.）。また，「理
説的信」に関して，カントは次のようにも論じている。

　 われわれは，神の現存在についての教説は理説的信
に属するものである，と明言せざるをえない。私は，

理論的な世界認識に関しては，世界の現象を私が説

明するための条件として，神の現存在という思想を
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必然的に前提するものは何一つ用いて
0 0 0

はならず，む

しろ私の理性を，あたかもすべてのものがたんに自

然であるかのように用いるべきであるからである。

ただ，たとえそうであっても，やはり合目的的統一

は，理性を自然へ適用するための重要な条件であ

る。そのため，経験はそのうえ私にその例証を豊富

に示してくれているということからも，私はこの合

目的的統一を無視することは全くできない。この合

目的的統一を私のために自然研究の手引きとした条

件としては，最高知性体が一切のものを最も賢明な

目的にしたがって，そのように秩序づけておいたと

前提する以外には，私はこの統一のための他の条件

を知らない。したがって，賢明な世界創始者を前提

することは，自然研究における手引きをもつために

偶然的であるにしても見過ごされてはならない意図

のための一つの条件なのである。〔強調は原文。〕（A 
826/ B 854）

　ここでは，「理論的な世界認識」における「神の現

存在についての教説」の位置づけが議論の対象となっ

ている。世界の現象を説明するための条件として，こ

の教説を必然的前提とするものを用いることはできな

いが，理性の自然への適用において「合目的的統一」

という条件を外すことはできない。それゆえ，「合目

的的統一」を自然研究の手引きとした条件として，「最

高知性体」が一切のものを最も賢明な目的にしたがっ

てそのように秩序づけたと前提する以外に，この統一

のための条件を知ることができない。したがって，「賢

明な世界創始者」を前提することは，「自然研究にお

ける手引きをもつために偶然的であるにしても見過ご

されてはならない意図のための一つの条件」と言明し

うるとともに，このような理論的関係においても「神

の現存在についての教説」は「理説的信」という「信」

の領域において成立しうるのである（ibid.）。
　さらに，カントはこの「理説的信」を「不安定」で

「思弁において見出される難点」によって失われる可

能性があるものと位置づけながら，それとは異なる

「道徳的信（moralischer Glaube）」の位相を提起してい
る（A 828/ B 856）。「理説的信」と「道徳的信」の違
いは，後者が「人倫性の意図」に基づき，「端的に必

然的な目的」に向かうという点にある。この「端的に

必然的な目的」とは，「〔私が〕人倫的法則にあらゆる

点で従う」ということであり，「あることが生起しな

ければならないということ，すなわち私が人倫的法則

にあらゆる点で従うということは，端的に必然的」で

あると言われている（ibid.）。そして，この目的をあ
らゆる目的全体̶̶すなわち，「最高善」̶̶と結び

つけるとともに，この目的に実践的妥当性を得させる

条件が，「神」と「来世」の存在であるとされる。カ

ントは，この「神」と「来世」の存在への「信」につ

いて「何ものも〔この信を〕動揺させることはできな

いと確信する」と述べるとともに，この「信」を「理

性信仰」と呼んでいる（A 828f./ B 856f.）３）。
　ここで重要なことは，「実用的信」，「理説的信」，そ

して「道徳的信」のいずれも，人間における「知」の

制限という条件において成立しているという点であ

る。何らかの行為や判断へと向かわなければならない

状況において，人間の側の知が制限され，客観的根拠

に十分に依拠することができない場合，主観的根拠に

依拠する必要性が生じる４）。したがって，客観的根拠

が不十分であるという意識が主観的根拠の充足への希

求へと向かったのであり，そのことが「信」の位相の

確立と密接にかかわっていると言うことができる５）。

「道徳的信」に関する議論において用いられる「理性

信仰」概念もまた，このような「知」の位相との関係

において成立していると言えるだろう。

　このような「理性信仰」のあり方については，『思

考方向論文』においても見出すことができる６）。ただ

し，ここでの「理性信仰」は，「臆見」や「知」との

比較および相互関係においてというよりも，「知」の

領域との対立的構図において捉えられていると言え

る。たとえば，「すべての信
0

は主観的には十分な信憑

であるが，客観的には意識にとって
0 0 0 0 0 0

不十分な信憑であ

り，したがって信は知識
0 0

に対立する」と言われ，「理

性信仰」については「純粋
0 0

理性に含まれている所与以

外のいかなる所与にも基礎を置かない信仰のことで

ある」と定義されている〔強調は原文〕（Ⅷ 141）。ま
た，「純粋な理性信仰

0 0 0 0

」は「どんな自然の理性的所与

や経験によっても決して知識
0 0

に変わること」はありえ

ないと言われており，その理由として，「この場合の

信憑の根拠はたんに主観的なものであり，理性の必

然的な必要である」にすぎず，「最高存在者の現存在

は，ただ前提さ
0 0 0

れるだけであって論証されること」が

ないという点が挙げられている〔強調は原文〕（ibid.）。
このように，『思考方向論文』での「信」と「知」の

関係をめぐる議論においては，両者の対立的構図が

より前景化されていると言える。また，理性の「必

要（Bedürfniß）」およびその「権利（Recht）」につい
ても議論が展開されている。カントによれば，理性の

「必要の権利」とは「客観的根拠によっては理性がど
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うしても知ることが許されないようなものを前提し，

かつ想定するという主観的根拠の権利」を指すととも

に，「超感性的なるものの空間のなかでただ理性自身

の必要から思考において方向を定める
0 0 0 0 0 0

主観的根拠の権

利」を意味している〔強調は原文〕（Ⅷ 137）。たとえ
ば，理性の「理論的使用」における「必要」は，それ

なくしては「世界の諸事物の現存の偶然性」や「至る

ところで見出す驚くべきほどの合目的性と秩序」につ

いてなんら満足のいく根拠も与えることもできないよ

うな，「無制約者」および「悟性的創造者」の現存在

を想定することとかかわっている（Ⅷ 137f.）。カント
によれば，そのような「無制約者」あるいは「悟性的

創造者」を想定しなければ，「合目的性について理解
0 0

しうるいかなる
0 0 0 0 0 0 0

根拠もあたえられなく
0 0

」なり，まった

くの不合理に陥ってしまうのである〔強調は原文〕（Ⅷ 
138）。さらに，カントはこのような理性の「理論的使
用」における「必要」だけでなく，理性の「実践的使

用」における「必要」についても言及しており，両者

の関係も含めて以下のように論じている。

　 理性の必要には，第一に理論的
0 0 0 0 0 0

使用と第二に実践的
0 0 0 0 0 0

使用の二つを認めることができる。第一の必要につ

いては上述したばかりであるが，それは制約された

ものにすぎないことがわかるであろう。すなわちす

べての偶然的なるものの第一原因について，とりわ

け現実に世界の内にある諸目的の秩序における偶然

的なるものの第一原因について判断しようとする
0 0 0 0 0 0 0 0

場

合に，われわれは神の現存を想定しなければならな

い。実践的使用における理性の必要ははるかに重

要である。なぜならばそれは無制約的なものであ

り，神の現存を前提するように強要されるのは，わ

れわれがたんに判断しようとする
0 0 0 0 0 0

場合だけではな

く，判断しなければならない
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

からである。というの

も，理性の純粋な実践的使用の核心は道徳的諸法則

の指令にあるからである。道徳的諸法則はすべて，

自由
0 0

によってのみ可能である限りでの，世界の内で

可能な最高善
0 0 0

という理念に，すなわち人倫性
0 0 0

に通じ

ている。他方でまた，道徳的諸法則は，人間的自由

にかかわるものに通じているだけではなく，自然
0 0

に

かかわるものにも，つまり人倫性に比例して分け与

えられる限りでの最大の幸福
0 0

にかかわるものにも通

じている。今や理性は，そのような依存的
0 0 0

な最高善

と，その最高善のための非依存的
0 0 0 0

な最高善である最

上の知性とを想定する必要がある
0 0 0 0 0

。〔強調は原文。〕

（Ⅷ 139）

　カントによれば，理性の「必要」には，「理論的使用」

におけるものと「実践的使用」におけるものがあり，

前者が，あらゆる「偶然的なるもの」の第一原因につ

いて「判断しようとする場合」に「神の現存を想定し

なければならない」という「制約されたもの」である

のに対して，後者は「判断しようとする場合」のみな

らず「判断しなけらばならない」がゆえに「神の現存

を前提」しなければならないという点において「無制

約的」のものである。このことは，「理性の純粋な実

践的使用の核心」が「道徳的諸法則の指令」にあると

いう点ともかかわっている。また，道徳的諸法則はす

べて，「自由によってのみ可能である」限りでの，「人

倫性」という「世界の内で可能な最高善」という理念

に通じているとともに，「自然にかかわるもの」，すな

わち「人倫性に比例して分け与えられる限りでの最大

の幸福にかかわるもの」にも通じている。したがって，

理性は，「依存的な最高善」と「その最高善のための

非依存的な最高善である最上の知性」とを想定する必

要があるのである（ibid.）。また，「実践的
0 0 0

見地におけ

る理性使用の必要に基づく理性信仰
0 0 0 0

は，理性の要請
0 0

と

呼んでよい」とも言われており，ここにおいて「理性

信仰」は「〔理性の〕要請（Postulat）」としても位置
づけられている〔強調は原文〕（Ⅷ 141）。カントによ
れば，このような「信憑」は「種類の点では知識とは

まったく区別される。」が，「程度の点では何ら知識に

劣るものではない」のである（ibid.）。

４．「道徳的心構え」と「理性信仰」

　前節では，『純粋理性批判』および『思考方向論文』

における「信」をめぐる議論に着目することにより，

「理性信仰」概念の内容とその位置づけを明らかにし

た。『純粋理性批判』においては，「信」は「臆見」お

よび「知」との関係において成立しており，人間にお

ける「知」の制限という条件下において「信」の位

相が立ち上がってきていると言える。「理性信仰」は，

ここでの「信」における「道徳的信」と対応してお

り，「人倫性の意図」に基づく「端的に必然的な目的」

に実践的妥当性を付与する条件であるところの，「神」

と「来世」の存在への「信」をその内容としている。

また，『思考方向論文』において，「信」は「知」との

対立的構図において捉えられるとともに，理性におけ

る二つの「必要」との関連から論じられている。あら

ゆる「信」は「主観的には十分な信憑であるが，客観

的には意識にとって不十分なこ估憑」であるがゆえに
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「知識」と対立するとされ，「理性信仰」は「純粋理性

に含まれている所与以外のいかなる所与にも基礎を置

かない信仰」と定義された（Ⅷ 141）。また，上述し
た理性の「必要」が実践的見地におけるものである場

合，「理性信仰」は「理性の要請」とも言いうるとさ

れている。本節では，これらの点を踏まえて，「道徳

的心構え」と「理性信仰」の関係について考察したい。

　第一節でもふれたように，カントは『純粋理性批判』

において，「神と来世への信仰」と，「道徳的心構え」

とを「緊密に織り合わせられている」ものとして位置

づけている。また，それゆえに「道徳的心構え」を失

う危険もなく，「神と来世とに対する信仰」が失われ

る心配もないという帰結を導き出している（A 829/B 
857）。では，この「緊密な」関係とは具体的にどのよ
うなものなのであろうか。この「関係」の具体的内実

を孝導するために，ここでは『実践理性批判』の「弁

証論」を検討する。

　『実践理性批判』の「弁証論」においては，「最高善」

の可能性の制約として，「魂の不死」と「神の現存在」

が挙げられている。「魂の不死」については，「心構え

が道徳法則に完全に適合すること」が最高善の最上の

制約であるため，そのような適合へと無限に進むこ

とが必要となるということから要請される（Ⅴ 122）。
「神の現存在」についても，この世界における理性的

存在者の「道徳性」と「幸福（Glùckseligkeit）」との
間に必然的連関があることが最高善の第二の制約とな

るため，そのような連関をもたらすような自然の最上

原因が前提とされなければならないことから要請され

ている（Ⅴ 124f.）。そして，「神の現存在」を想定す
ることは「道徳的」に必然的なのである。このよう

な「要請」は，『思考方向論文』における議論に従え

ば「理性信仰」である。また，「心構え」に関する議

論によると，「実践的に可能な最高善を促進する」と

いう「心構え」は，「最高善が可能
0 0

である」というこ

とを少なくとも前提とするものであり，もしそうでな

ければ，「根本において空虚で客観をもたないような

概念の客観を目指して努力すること」は実践的に不可

能であろうとされている〔強調は原文〕（Ⅴ 143）。し
たがって，最高善の可能性の必然的制約である「魂の

不死」と「神の現存在」の「要請」，すなわち「理性

信仰」は，最高善を促進するという「心構え」にとっ

ての前提でもあると考えられるだろう。また，カント

によれば，最高善の促進およびその可能性を前提とす

ることは実践理性において客観的に必然的な事柄であ

るが，そのような最高善の可能性についてどのような

仕方で考えることを「望む」かという点については「選

択」が生じ，この「選択」において「純粋実践理性の

自由な関心」は「賢明な世界創始者」を想定すること

を決定する（Ⅴ 145f.）。そして，この決定における原
理は，「必要」としては主観的であるが，同時に道徳

的見地における「信憑」の格率の根拠ともなっており，

カントはこれを「純粋な実践的理性信仰
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」と呼んでい

る（Ⅴ 146）。この「純粋な実践的理性信仰」について，
カントは次のように論じている。

　 この〔純粋な実践的理性〕信仰は，〔中略〕命じら
れるのではなく，自発的で道徳的（命じられた）見

地にとっておのずから役立つことができ，その上な

お理性の理論的必要とも一致するような形にわれわ

れの判断を規定したものであって，この規定によっ

てわれわれは世界創造者の存在を想定し，さらには

それを理性使用の根底に置くが，この規定それ自身

は道徳的心構えから生じたものである。それゆえ，

それは心構えが堅固な人間においてすらときとして

動揺することがあるが，それでも決して不信仰に陥

ることはない。（ibid.）

　ここで「純粋な実践的理性信仰」は，「道徳的心構

えから生じたもの」として位置づけられている。この

「信仰」は，「道徳的見地」において役立つとともに，

理性の「理論的必要」とも一致するように「われわれ

の判断を規定したもの」とされているが，この規定自

体は「道徳的心構えから生じたもの」であるとされ

るのである（ibid.）。したがって，「〔道徳的〕心構え」
と「理性信仰」との関係は，一方で前者が後者を前提

としつつ，他方で後者が前者から生じるとうい重層的

な構造の上に成立していると言えるだろう。「道徳的

心構え」と「理性信仰」概念は，カントにおいては不

可欠のものとして位置づけられているのである。

５．おわりに

　ここまで，複数のテクストにおけるカントの議論を

手がかりとしながら，「道徳的心構え」および「理性

信仰」の内容について考察するとともに，両者の関係

について明確化を試みた。「心構え」は行為における

「善」および「価値」の判定要素であり，「道徳的心構え」

は感性的欲求や傾向性という制約において義務から行

為へと向かうというあり方を指している。また，「理

性信仰」は，「〔人間にとって〕何が知りうるものであ
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り，何が知りえないものなのか」という「知」の領域

の確定と不可分であるとともに，それが「実践的見地

における理性使用の必要」に基く場合，「理性の要請」

とも呼ばれるものである。さらに，カントにおける最

高善の可能性̶̶「神」および「来世」の要請を含め

て̶̶は，「理性信仰」という「信」の位相に基づい

ている。しかし，カントの言う「信」は，主観的根拠

においても不十分であると意識される「臆見」でもな

ければ，「狂信」でもない。人間の「知」のあり方へ

の洞察を踏まえた，道徳的確実性とも結びつきうる

「信」である。「知」の位相との関係が，「信」の位相

をも明確なものにしていると言えるだろう。また，「理

性信仰」は，「道徳的心構え」と密接にかかわっており，

カントにおいては両者が不可分の関係にあるものとし

て，位置づけられているということを示した。

　『基礎づけ』第二章の冒頭において，カントは，「純

粋な義務に基づいて行為するという心構えについて

は，これこそ確実だと言えるような実例を全く何一つ

挙げることができない」とともに，「たとえ時には，

義務が命じることに適合してなされる行いがあるにし

ても，しかし，それが本当に義務に基づいてなされる

のか，したがってまた，それが道徳的価値をもつのか，

ということはつねに疑わしい」と論じ，「義務に基づ

いた行為の心構え」に対して厳しい態度を表明してい

る（Ⅳ 406）。しかし，カントは，このような経験へ
の批判を通して，「道徳」のあり方の再構築を試みた。

「信」において，「知」の領野における限界性を媒介と

してその位相の確定が試みられるとともに，「道徳的

心構え」においても，「完全な道徳的心構え」の不可

能性を媒介として，「理性信仰」との関係が構築され

ている。「限界性」，「不可能性」をめぐるカントの思

考は，「信」および「道徳的心構え」における「可能性」

をめぐる議論と密接にかかわるものであると言えるだ

ろう。

注

１） ただし，カントは『実践理性批判』において，「行為のあらゆる
道徳的価値の本質をなすのは，道徳法則が直接に意志を決定する

ということである」と論じているため，ここでの「心構え」の「価

値」は，道徳法則によって意志が規定されているところの「心構

え」の「価値」と解釈する必要があると考えられる（Ⅴ 71）。
２）これより以下の部分については，平井の研究も参照［平井 
2005］。また，平井は「信じ込み」と「臆見」の関係について

も言及している。カントによれば，「信じ込み」は，主観的原因

（subjective Ursachen）を客観的根拠（objective Gründe）とみなし
てしまうところに成立する「仮象（Schein）」であり，「〔この〕

仮象の主観的原因はわれわれの本性につきまとって」いる（A 
820f./ B 848f.）。平井は，この点を「超越論的弁証論」における
「超越論的仮象」についての説明と重ね合わせて解釈し，「主観

的原因」は悟性諸原則の使用であり，「信じ込み」とはそれが経

験を超えて使用されている事態であると論じている［平井 2005: 
127f.］。また，このように，「信じ込み」は根拠が客観的である
か否かということそれ自体に関する誤った意識とかかわるため，

「臆見」における「主観的」とは「主観的根拠」を指し，「信じ込

み」における主観的原因とは異なっているという点を指摘してい

る［平井 2005: 128］。
３）カントはここでの「確信」に対して，「論理的確実性」ではなく，

「道徳的確実性」という言葉を用いており，「道徳的確実性は主観

的根拠（道徳的心構えの）に基づいている」がゆえに「神が存在

するということ等は道徳的に確実であるとは決して言ってはなら

ず，私はこれらのことを道徳的に確信していると言わなければな

らない」と言葉を補っている（A 829/ B 857）。
４）カントは『思考方向論文』において，「一定の判断を下すため

に必要なだけのものを知らない場合には，敢えて判断を下そうと

しなければ人はどんな誤りからも安全なままでいられる。した

がって，確かに無知はそれ自身，われわれの認識の制限の原因で

はあるが，しかし決して誤りの原因ではない。ところが，何かに

ついて一定の判断を下そうが下すまいがどちらでもよいというこ

とではないような場合には，つまり実際上の必要から，そしてお

そらく理性自身に固有な必要からしても判断をしなければなら

ず，それにもかかわらず判断に必要な材料の知が欠如していて制

限されている場合には，判断を下すために従わなければならない

ような格率が必要になる」とも論じている（Ⅷ 136）。
５）このような事態について，平井は「知が制限されていることの

確実性が，信を成立させる」と述べている［平井 2005: 130］。
６）福田は，『思考方向論文』が発表された背景について，「課題は

複雑である。自分のスピノザ主義嫌疑を晴らすこと。ヤコービと

メンデルスゾーンのそれぞれの誤謬を正すこと。何が狂信かを有

罪判決すること。理性の真性の立場を明確にすること。放縦な自

由に対して真性の自由を確保すること。なお，彼は啓蒙をプロイ

セン国家と結びつけて定式化したが，啓蒙の促進を許したフリー

ドリヒ大王は1786年８月に死去し，新しい国王フリードリヒ・

ヴィルヘルム２世は反動的で啓蒙思想にけっして同調的ではな

かった。これもカントが啓蒙の意義を再確認する必要性を感じた

理由の１つであろう。そしてこれらすべてが，思考において方向

を定めるという議論に収斂させられていったのである」と分析し

ている［福田 2006: 46f.］。
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